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自ら新たな価値を創造し、社会にイノベーションを起こすアントレプレナーシップを有する人材の育成や社会
課題解決に取り組むソーシャル・スタートアップの経営基盤強化に係る取組を支援する。

○事業概要
①アントレプレナーシップ養成

公募を通じて認定したアントレプレナーシップの
養成を行う大学・支援機関等に対し、クラウドファ
ンディングで調達した金額を原資として、アントレ
プレナーシップの養成に係る経費の一部を補助する。

②ソーシャル・スタートアップ成長支援
公募を通じて認定した社会や地域の課題解決に取

り組むスタートアップに対し、クラウドファンディ
ングで調達した金額を原資として、プロダクトの開
発等に係る経費の一部を補助する。

○補助事業の概要
補助額 申請時に設定する目標金額を上限（※目標金額を寄附額が超過した場合は、目標金額に当該超過分を上乗せ）
補助率 10分の10
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社会課題解決型クラウドファンディング活用事業の補助対象事業者の選定プロセス

①事業認定の申請 ②事業の評価 ③事業の認定 ④資金の調達 ⑤基金へ積立

⑥交付申請 ⑦交付決定 ⑧事業実施 ⑨実績報告 ⑩交付額確定

令和８年度

令和９年度

補助金の交付を受けよ
うとする者を公募によ
り募集。

庁内に設置した審査委
員会により申請のあっ
た事業計画の評価を実
施。

審査委員会の評価を踏
まえ、事業実施団体の
事業計画を認定。

募集期間を定めて認定
した事業計画に係る資
金調達の募集を実施。
県ホームページ
ふるさと納税サイト
認定事業者の周知活動

集まった寄附金につい
て基金に積み立てを行
う。

事業実施団体は、前年
度に寄付金のあった額
の範囲内で交付申請を
実施。

交付申請に係る事業計
画を審査し、交付決定
を行う。

事業実施団体による補
助対象事業の実施。
（概算払の実施）

補助対象事業の完了し
た日から○日以内に、
事業の実績報告書を提
出。

実績報告書の検査によ
り、交付すべき補助金
の額を確定し、事業実
施団体に通知。
事業実施団体からの請
求を受け支払。



令和８年度 補助対象事業一覧（令和７年度に事業認定し、令和７年度中に寄附金を公募済）

自ら新たな価値を創造し、社会にイノベーションを起こすアントレプレナーシップを有する人材の育成や、社会課題解決に
取り組むソーシャル・スタートアップの経営基盤強化に係る取組を支援するため、ガバメントクラウドファンディング及び
企業版ふるさと納税を活用した事業を実施する。
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